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一

県
議
会
議
長
告
示

大
分
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
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落
札
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等
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公
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二

大
分
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
四
十
九
号

大
分
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
第
一
条
の
二
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
一
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
六
月
九
日

二

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

夢
一
輪
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

野

上

健

次

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
分
市

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
一
般
の
人
々
に
対
し
て
、
花
と
の
ふ
れ
あ
い
事
業
を
行
い
、
花
と
人
と
の
ふ
れ
あ
い
を
通

し
て
自
然
や
美
し
い
も
の
に
対
す
る
感
性
豊
か
な
心
を
育
む
地
域
づ
く
り
を
目
指
し
、
明
る
く
、
思
い
や

り
の
あ
る
社
会
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

定
款
変
更
の
内
容

役
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

会
議
に
関
す
る
事
項
の
変
更

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
事
項
の
変
更

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
の
変
更

公
告
の
方
法
の
変
更

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物

質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
七
日

平
成
二
十
九
年

第

二

八

九

三

号

六
月
二
十
七
日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
規
則
・
告
示
）

一



○
県
議
会
議
長
告
示

株
式
等
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得

一
般
株
式
等
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得

上
場
株
式
等
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得

上
場
株
式
等
の
利
子
・
配
当
所
得

○
公

告
大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
（
自
然
由
来
特
例
区
域
）

国
東
市
安
岐
町
下
原
七
百
十
番
二
十
の
一
部

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に

適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

大
分
県
議
会
議
長
告
示
第
一
号

大
分
県
議
会
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
大
分
県
議
会
議
長
告
示
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
七
日

大
分
県
議
会
議
長

井

上

伸

史

第
三
号
様
式
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

大
分
県
立
図
書
館
業
務
シ
ス
テ
ム

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
教
育
庁
社
会
教
育
課

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
九
年
四
月
十
一
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

富
士
通
リ
ー
ス
株
式
会
社
九
州
支
店

支
店
長

谷

頭

洋

一

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
東
比
恵
三
丁
目
一
番
二
号

五

落
札
金
額

百
七
十
九
万
千
七
百
二
十
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

七

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
公
示
を
し
た
日

平
成
二
十
九
年
二
月
十
日

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
七
日

大
分
県
報
（
告
示
・
県
議
会
議
長
告
示
・
公
告
）

二


